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１．年収の壁とは？（2025年までの状況）

（NHKH.P.より https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221125/k10013902171000.html）

・100万円の壁

住民税課税

・103万の壁

所得税課税

・106万の壁

社会保険に加入

・130万円の壁

国民年金、国民健康保険料支払



２．制度の背景と問題点

（１）税制と社会保険制度のミスマッチ

（２）女性の就業調整

（３）本人・雇用主・社会への影響



（１）税制と社会保険制度のミスマッチ

①税制の壁 100万円の壁、103万円の壁

年収100万円超  住民税（本人）の課税

年収103万円以下 所得税（本人）の課税

  年収103万円超  配偶者控除から配偶者特別控除に

  →控除額は150万円から段階的に減少

影響：家計全体の手取りが減るため、就労時間をセーブ



（NHKH.P.よりhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20241120/k10014643811000.html）

図表１ １０３万円の壁（改正前）



図表２ 配偶者控除と配偶者特別控除の関係（改正前）

（国税庁H.P.より https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf）



②社会保険の壁 106万円の壁、130万円の壁

106万円の壁： 本人が厚生年金（健康）保険への加入

（厚生労働省H.P.より https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html）



130万円の壁： 本人が国民年金・国民健康保険への加入

→106万円を超えると手取りが減少

短時間パート
労働者

パート主婦

従業員50人超企業に

週20時間以上

88,000円以上を稼ぐ

2か月以上の勤務者

106万円の壁

上記以外の者 130万円の壁



（首相関官邸H.P.より https://www.kantei.go.jp/jp/headline/

nennsyuunokabe/index.html）
（厚生労働省H.P.より https://www.mhlw.go.jp/content/001265287.pdf）

図表３ 社会保険と手取り（改正前）



（２）女性の就業調整

女性の就業調整とは

配偶者控除や社会保険の適用条件など「年収の壁」を意識

して、働き方や労働時間を調整する行動

パートタイムで働く既婚女性に多く見られる

年収が一定の水準を超えると税負担や社会保険料負担が

増加するため、これを回避する目的で就労を抑える現象



図表４ 女性の労働参加率（時系列変化）

（総務省「地域の経済 2023」2025年3月 https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/files/000042833.pdf）

全国的に増加傾向

↓

①就労希望

②追加就労

③失業者

↓

さらに増加余地あり



図表５ 女性の労働力の増加余地（2023年7-9月期）

（総務省「地域の経済 2023」2025年3月 https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/files/000042833.pdf）



図表６ 女性非正規職員（有配偶者）の就業調整

（総務省「地域の経済 2023」2025年3月 https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/files/000042833.pdf）



図表７ 有配偶パート女性の就業調整の実態（民間調査）

（野村総合研究所「有配偶パート女性の就労の実態と意向に関する調査」2025年3月 https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/files/000042833.pdf）



（３） 本人・雇用主・社会への影響

本人 経済的インセンティブの喪失、キャリア形成の阻害

→働きたいのに働けない

雇用主 労働力確保の困難、社会保険料コスト増への懸念

社会 労働供給の非効率性

→少子高齢化と逆行



3. 2025年の税制改革

（１）所得税法の改正

（２）社会保険関係の改正

（３）年収の壁はどうなった？



（１）所得税法の改正

①給与所得控除  ５５万円から６５万円に引き上げ

②基礎控除額 ４８万円から５８万円に引き上げ
 

（2025・2026年分

 の基礎控除は右図）

合計所得金額 基礎控除額

132万円以下 ９５万円

132万円超336万円以下 ８８万円

336万円超489万円以下  ６８万円

489万円超655万円以下  ６３万円

655万円超2350万円以下  ５８万円



図表８ １２３万円の壁、１６０万円の壁（改正後）

（NHKH.P.より https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250227/k10014735031000.html）



①給与所得控除の根拠

（法的根拠）

所得税法28条2項

「給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から

  給与所得控除額を控除した残額とする。」

（政策的根拠）

 「給与所得者の必要経費の概算控除」

  「勤労者の税負担軽減・公平性確保」

       「課税の簡素化」



②基礎控除の根拠

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の

  生活を営む権利を有する」（憲法24条１項）

「社会権」 国民が国家に対して積極的な

施策を求める

例）生活保護 等

「自由権」 国家の干渉を排除する

例）基礎控除 等

→最低生活費の保障



（問）皆さんは、年間58万円で生活できますか？

‣ 生活保護を受けられる基準：生活補助基準額

  愛知県・名古屋市在住・20～40歳・単身世帯

        896,640円/年

  ‣ 基礎控除額：最大額

         580,000円/年
         ↓

憲法25条で保障されている「生存権」に違反？



（２）社会保険関係の改正 106万円の壁を縮小・撤廃

（３年以内）

↓

週20時間以上

の要件は残る

↓

時給1118円で
週20時間以上

↓

106万円の壁は

実質的に残る
（厚生労働省H.P.より https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html）



（３）年収の壁はどうなった？

・100万円の壁 → 110万円の壁

住民税課税

・103万の壁  → 123万円（160万円）の壁

所得税課税 配偶者特別控除は

 160万円から段階的に減少

・106万の壁  → 106万円の壁

社会保険に加入

・130万円の壁 → 130万円の壁

国民年金、国民健康保険料支払

ここがネック



４．年収の壁を越えた働き方

「年収の壁」内にとどまらず、壁を超えて働き、

社会保険に加入するという選択肢

↓

  社会保険に加入すれば、

将来の年金額が増加するだけでなく、

病気や出産・育児などで働けないときも手当が支給



2026年、2027年の働き方

（１）社会保険に加入したくない 106万円の壁
（本人：51人以上の会社でパート）

（２）配偶者の社会保険の 130万円の壁
 扶養でいたい、手当を受けたい
（本人：50人以下の会社でパート）

（３）所得税を払いたくない   160万円の壁
 配偶者特別控除をフルに使いたい
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